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令和２年度 個人情報保護制度の運用状況 

 

 

 

１ 個人情報取扱事務の届出状況 

  個人情報を取り扱う事務の実施機関別の届出状況は、表１のとおりです。 

 

  表１                                  

（単位：件） 

実施機関 
届出件数 

現在数 
開始 変更 廃止 

市 
 
 

長 

会 計 室 ０ ０ ０ ４ 

市 長 室 ２ ０ ０ １４ 

総 務 企 画 局  １ ０ ０ ９ 

財 政 局 ０ ７ ０ ２３ 

市 民 局 ３ １７ ３ ６９ 

こ ど も 未 来 局  ８ ３７ １ ９２ 

保 健 福 祉 局  １１ ３３ ５ ２０５ 

環 境 局 ４ ９ ０ ６０ 

経 済 観 光 文 化 局 ３ ４ ０ ３４ 

農 林 水 産 局  ０ ２ ０ ３１ 

住 宅 都 市 局  ３ １３ ２ ９３ 

道 路 下 水 道 局  ４ ９ １ ４７ 

港 湾 空 港 局  ０ ２ ０ １７ 

区 役 所 １ ０ ２ ７ 

小 計 ４０ １３３ １４ ７０５ 

議 長 ２ ２ ０ ４ 

教 育 委 員 会 １ ２０ ０ ４８ 

選挙管理委員会（市・各区） ０ ７ ０ ７３ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員  ０ ０ ０ １ 

農 業 委 員 会 ０ ０ ０ ４ 

固定資産評価審査委員会 ０ ０ ０ １ 

公営企業 

管 理 者 

水 道 局 １ ２ ０ １５ 

交 通 局 ０ ２ ０ ７ 

消防長 消 防 局 ４ ３ ０ ３９ 

地方独立行政法人福岡市立病院機構 ０ １ ０ １ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社  ０ ２ ０ ６ 

福 岡 市 土 地 開 発 公 社  ０ ０ ０ １ 

合           計 ４８ １７２ １４ ９０５ 

備考  現在数とは、令和３年３月31日現在の取扱件数をいう。 
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２ 保有個人情報の開示の請求等の状況 

 

（１）保有個人情報の開示の請求 

   保有個人情報開示の請求件数とその処理状況は、表２のとおりです。 

 

 表２ 

                                           （単位：件） 

年
度 

請 求 

件 数 

処  理  状  況  

開 示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
期間 

延長 

期限の

特例 
取下げ 非開示 

情  報 
不存在 

存否応答

拒 否 

Ｒ１ ３８７ １５１ １５２ ４ ９１ １ ０ ３４ ０ １２ 

Ｒ２ ４１１ １４２ １８９ １０ ８２ ４ ２ ２７ ０ ４ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 

 

 

 

（２）保有個人情報の訂正の請求 

   保有個人情報訂正の請求件数とその処理状況は、表３のとおりです。 

 

  表３ 

（単位：件） 

年 度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

訂正 一部訂正 訂正拒否 却下 取下げ 

Ｒ１ １ ０ ０ １ ０ ０ 

Ｒ２ ２ ０ ０ ２ ０ ０ 

 

 

 

（３）保有個人情報の利用停止の請求 

   保有個人情報利用停止の請求件数とその処理状況は、表４のとおりです。 

 

  表４ 

（単位：件） 

年度 
請 求 

件 数 

処  理  状  況 

利用の停止 消去 提供の停止 利用停止拒否 却下 取下げ 

Ｒ１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

Ｒ２ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ 
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３ 実施機関別の保有個人情報の開示の請求件数及びその処理状況 

  実施機関別の請求件数は、表５のとおりです。 

 

表５ 

                                                                        （単位：件） 

実 施 機 関 

請求件数 処  理  状  況 

Ｒ１ Ｒ２ 開示 
一部 

開示 

非 開 示 

却下 
取下

げ 
非開示

情  報 

不存

在 

存否

応答

拒否 

市 
 
 
 

長 

会 計 室 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 室 ３ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

総務企画局 ６ ５ １ １ ０ ３ ０ ０ ０ 

財 政 局 ７ ９ ９ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

市 民 局 １１ １７ １２ １ ０ ３ ０ １ ０ 

こども未来局 ５ １１ ２ ９ ０ ２ ０ ０ ０ 

保健福祉局 ６０ ６１ ５１ ５ ０ ３ ０ ０ ２ 

環 境 局 ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

経済観光文化局 １ ２ ０ ０ ０ ２ ０ ０ ０ 

農林水産局 ２ １ ０ ０ ０ １ ０ ０ ０ 

住宅都市局 １３ １９ ５ １２ ０ １ ０ ０ ０ 

道路下水道局 ８ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

港湾空港局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

区 役 所 ２３７ ２４１ ４９ １３８ １０ ５６ １ １ ０ 

小   計 ３５４ ３６７ １３０ １６６ １０ ７２ １ ２ ２ 

議 長 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

教 育 委 員 会 １４ ２１ ８ ９ ０ ６ ３ ０ １ 

選 挙 管 理 委 員 会 １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

人 事 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

監 査 委 員 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

農 業 委 員 会 ０ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

公 営 企 業 

管 理 者 

水道局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

交通局 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

消 防 長 消防局 １８ ２２ ４ １４ ０ ４ ０ ０ １ 

地 方 独 立 行 政 法 人 

福 岡 市 立 病 院 機 構 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 岡 市 住 宅 供 給 公 社 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

福 岡 市 土 地 開 発 公 社 ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

市 長 以 外 小 計 ３３ ４４ １２ ２３ ０ １０ ３ ０ ２  

合 計 ３８７ ４１１ １４２ １８９ １０ ８２ ４ ２ ４ 

 備考 

１件の請求で複数の決定をしているものがあるため、請求件数と処理状況の件数の合計は一致しません。 
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４ 保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況 

  保有個人情報の複写の状況及びその費用の徴収状況は表６のとおりです。 

 

  表６ 

 

区   分 
令和元年度 令和２年度 

数 量 金 額 数 量 金 額 

用紙 

モノクロ ７，２０５枚 ７２，０５０円 ４，３６８枚 ４３，６８０円 

カラー ３，６５８枚 １０９，７４０円 ２３１枚 ６，９３０円 

写真フィルム 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０枚 ０枚 ０円 

スライド 

（印画紙に印画したもの） 
０枚 ０枚 ０枚 ０円 

ＣＤ－Ｒ ４枚 ２８０円 ０枚 ０円 

ＤＶＤ－Ｒ ０枚 ０枚 ０枚 ０円 

録音カセットテープ ０巻 ０巻 ０巻 ０円 

ビデオカセットテープ ０巻 ０巻 ０巻 ０円 

総 計 １８２，０７０円 ５０，６１０円 

備考 

    用紙に複写する場合 モノクロ１枚（片面）１０円、カラー１枚（片面）３０円、 

写真フィルム１枚３０円、スライド１枚８０円、 

ＣＤ－Ｒ１枚７０円、ＤＶＤ－Ｒ１枚１２０円、録音カセットテープ１巻１７０円、 

ビデオカセットテープ１巻１７０円。 

 

 

５ 不服申立ての件数及びその処理状況 

  保有個人情報の開示、訂正又は利用停止の請求に対する実施機関の決定や、不作為について不服がある

者は、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができます。 

  令和２年度の不服申立ての件数とその処理状況は、表７のとおりです。 

 

  表７ 

                                                                  （単位：件） 

区  分 件数 

処  理  状  況 

認容 一部認容 棄却 却下 取下げ 継続審議 
審議済 

未決定 

令和２年度 ４ ０ ０ ０ ０ ０ ４ ０ 
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６ 個人情報保護審議会への諮問等の状況 

 

  個人情報保護審議会は、 

   ① 個人情報の取扱いについて意見を述べ、 

   ② 必要に応じて保有個人情報の維持管理に関する措置について報告を求め、及び意見を述べ、 

   ③ 諮問された審査請求事案について審議し、 

④ 個人情報保護制度の運用に関する重要事項について、諮問に応じて答申し、及び建議する 

ことができます。 

【福岡市個人情報保護条例第56条第２項】  

 

  ③について、 

令和２年度及び過年度分の不服申立てで、令和２年度に審議会で処理したもの等の概要は表８のとお

りです。 

    

表８  

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１３８号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「国民健康保険に係る経過記録等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３０年１１月８日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第６号 

・徴収事務等に関する情報であり、開示することで事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため。 

 

非開示決定 

・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３０年１１月２６日 

諮 問 年 月 日 平成３０年１２月２５日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日、 

令和２年１月３１日、２月２８日、３月３０日、６月１７日 

答 申 年 月 日 令和２年６月１９日 

答 申 内 容 

実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

 

実施機関が行った一部開示決定処分のうち、次の部分については、開示

すべきである。（「次の部分」は省略） 

裁 決 年 月 日 令和２年７月１６日 

裁 決 内 容 一部認容 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１３９号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「国民健康保険に係る収納状況等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３１年２月１日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第３号 

・該当箇所は業務に使用するコマンドボタン並びにレイアウト等であ

り、開示することにより当該法人の権利や競争上の地位を脅かし、利益

を害する虞があるため。 

 

非開示決定 

・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年３月１８日 

諮 問 年 月 日 平成３１年４月１７日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日、 

令和２年１月３１日、２月２８日、３月３０日、６月１７日 

答 申 年 月 日 令和２年６月１９日 

答 申 内 容 実施機関が行った一部開示決定処分及び非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年７月１６日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「審査請求人に対して行った全ての行政処分行為に至った経緯が記載さ

れた個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（博多区市民部保険年金課） 

決 定 年 月 日 平成３１年３月２２日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第６号 

・徴収事務等に関する情報であり、開示することで事業の適正な遂行に

支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１０日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１０日 

審 議 会 開 催 日 
令和元年１２月１１日、 

令和２年１月３１日、２月２８日、３月３０日、６月１７日 

答 申 年 月 日 令和２年６月１９日 

答 申 内 容 
実施機関が行った一部開示決定処分のうち、次の部分については、開示

すべきである。（「次の部分」は省略） 

裁 決 年 月 日 令和２年７月１６日 

裁 決 内 容 一部認容 

 



- 7 - 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４２号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との対話内容等が書かれた書類に記載された個人情報」の開示

請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年２月４日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を一部保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った一部開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４３号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課が関連部署に確認した内容が書かれた書類等」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年２月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を一部保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った一部開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「事故報告書等」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１３日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者の主張等が正しく記載された報告書等に記載された個人情

報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４６号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課の対応の真意が記載された書類」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年３月１８日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報の公文書を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った非開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４７号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録等に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年４月３日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 平成３１年４月１７日 

諮 問 年 月 日 令和元年５月１７日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１４８号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年４月２６日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月８日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月３日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１４９号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 平成３１年４月２６日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月８日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月３日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和元年５月１５日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月１６日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月１１日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和元年５月１５日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年５月１６日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月１１日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 

 

 

 

 

 



- 12 - 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５２号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当課が開示請求者に電話連絡や郵便物を送付するなどした記録に記

載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（中央区市民部納税課） 

決 定 年 月 日 令和元年５月２７日 

非 開 示 理 由 
一部開示決定 第２０条第２号、第６号 

・第三者の個人情報及び行政運営情報に該当するため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年６月１１日 

諮 問 年 月 日 令和元年６月２７日 

審 議 会 開 催 日 
令和２年１１月１８日、１２月２日 

令和３年１月１３日 

答 申 年 月 日 令和３年２月４日 

答 申 内 容 
実施機関が行った一部開示決定処分のうち、別表に掲げる部分について

は開示することが妥当である。（「別表に掲げる部分」は省略） 

裁 決 年 月 日 令和３年３月２日 

裁 決 内 容 一部認容 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５３号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「担当部長との折衝記録に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和元年６月１９日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年８月２９日 

諮 問 年 月 日 令和元年９月５日 

審 議 会 開 催 日 令和２年６月１７日、７月８日、８月３日、９月９日、１０月１４日 

答 申 年 月 日 令和２年１１月９日 

答 申 内 容 実施機関が行った開示決定処分は妥当である。 

裁 決 年 月 日 令和２年１２月８日 

裁 決 内 容 棄却 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５４号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「建築指導課あての文書に記載された個人情報」の訂正請求 

実 施 機 関 福岡市住宅供給公社理事長（福岡市住宅供給公社保全課） 

決 定 年 月 日 令和元年６月２１日 

訂 正 拒 否 理 由 
請求者が訂正を求めている対象は、主観的要素を含む評価・判断である

ため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年８月１６日 

諮 問 年 月 日 令和元年９月１０日 

審 議 会 開 催 日 令和３年１月１３日、２月３日、３月２６日 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５５号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「職員ヒアリング結果に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和元年８月７日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第６号 

・開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため。 

・公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和元年１２月１３日 

諮 問 年 月 日 令和２年１月７日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１５７号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「住民票・戸籍・印鑑登録証明書の交付状況」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（東区市民部市民課） 

決 定 年 月 日 令和２年４月２７日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号 

・開示請求者以外の個人に関する情報であって、個人の権利利益を害す

るおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和２年６月１日 

諮 問 年 月 日 令和２年６月１５日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５９号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「職員ヒアリング結果に記載された個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長 

決 定 年 月 日 令和２年１０月５日 

非 開 示 理 由 

一部開示決定 第２０条第２号、第６号 

・開示請求者以外の特定の個人を識別することができるため。 

・公正かつ円滑な人事の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあるため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和２年１０月２７日 

諮 問 年 月 日 令和２年１１月１０日 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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諮 問 の 概 要 

（諮問第１６０号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者が自書した耐震改修工事費補助事業関係書類に記載された

個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（住宅都市局建築指導部建築物安全推進課） 

決 定 年 月 日 令和２年３月１０日 

非 開 示 理 由 なし（全部開示決定に対する不服申立て） 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年３月３１日 

諮 問 年 月 日 ― 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１６１号） 

③不服申立て事案についての諮問 

「開示請求者が自書した耐震改修工事費補助事業関係書類に記載された

個人情報」の開示請求 

実 施 機 関 福岡市長（住宅都市局建築指導部建築物安全推進課） 

決 定 年 月 日 令和２年３月１０日 

非 開 示 理 由 ・開示請求に係る保有個人情報を保有していないため。 

不 服 申 立 て 年 月 日 令和３年３月３１日 

諮 問 年 月 日 ― 

審 議 会 開 催 日 ― 

答 申 年 月 日 ― 

答 申 内 容 ― 

裁 決 年 月 日 ― 

裁 決 内 容 ― 
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④について、令和２年度に審議会で処理したもの等の概要は表９のとおりです。    

 

表９ 

 

諮 問 の 概 要 

（諮問第１５８号） 

④個人情報保護制度の運用に関する重要事項についての諮問 

国民健康保険に関する事務に係る特定個人情報保護評価書（全項目評

価書）の点検について 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部保険年金課） 

諮 問 年 月 日 令和２年６月２５日 

答 申 年 月 日 令和２年１２月２５日 

答 申 内 容 
適合性及び妥当性の観点から審査した結果、その記載内容は保護評価

指針に定める実施手順に適合し、妥当であると判断する。 

 

 

７ 個人情報の取扱いに関する個人情報保護審議会への報告・照会・諮問等の状況 

個人情報の取扱いについて審議会の意見を聴く場合は、「個人情報保護事務取扱要綱第24 個人情報の

公益上の取扱いに関する事務処理」の定めるところにより行っています。 

 

（１）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に該当する事案 

個人情報の取扱いを行った後に、原則として審議会へ事後の報告を行うこととしています。報告があっ

たものの概要については表１０のとおりです。 

 

表１０ 

 

（報告事案117号） 

取 扱 い の 概 要 

特別定額給付金は、DV避難者等が「DV避難申出」を行った場合、住民票上の

世帯主とは分けて申請手続きを行うこととされている。 

児童手当の手続きにおいて把握しているDV避難者等に対し、特別定額給付金

の「DV避難申出」の制度案内を行うため、児童手当受給者情報を利用したも

の。 

実 施 機 関  福岡市長（こども未来局こども部こども家庭課） 

報 告 年 月 日  令和２年５月２８日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） こども未来局こども部こども家庭課（児童手当担当） 

提供先（利用する課）  こども未来局こども部こども家庭課（ＤＶ支援施策担当） 
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（報告事案118号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人は要介護２かつアルツハイマー型認知症であり、資料提供につい

ての同意欄への記載が困難であるため、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和２年６月１６日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案119号） 

取 扱 い の 概 要 

地下水汚染が発見された場合に、原因究明や周辺の地下水汚染状況を把握す

る井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

道路下水道局下水道料金課から入手した井戸所有者のデータをもとに、環境

局環境保全課において調査等を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日  令和２年６月１７日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 道路下水道局総務部下水道料金課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 

 

（報告事案120号） 

取 扱 い の 概 要 

土壌・地下水の汚染が発見された場合に、原因究明や周辺の地下水汚染状況

を把握する井戸水検査を実施するため、井戸所有者の情報が必要となる。 

水道局営業企画課から入手した井戸所有者のデータをもとに、環境局環境保

全課において調査等を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（環境局環境監理部環境保全課） 

報 告 年 月 日  令和２年６月１７日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 水道局総務部営業企画課 

提供先（利用する課）  環境局環境監理部環境保全課 

 

（報告事案121号） 

取 扱 い の 概 要 

平成 30年 11月 18日執行の福岡市長選挙及び平成 31年４月７日執行の統一

地方選挙において、視覚障がい者の選挙権行使に便宜を図るために製作した選

挙公報（点字版・音声版）を送付するにあたり、視覚障がい者に対する市政広

報の充実を図るために市政だよりの点字版・音声版を発行している市長室広報

戦略室広報課から利用者名簿の提供を受けたもの。 

実 施 機 関  福岡市長（選挙管理委員会事務局選挙課） 

報 告 年 月 日  令和２年６月２３日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 市長室広報戦略室広報課 

提供先（利用する課）  選挙管理委員会事務局選挙課 
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（報告事案122号） 

取 扱 い の 概 要 

平成 30年 11月 18日執行の福岡市長選挙及び平成 31年４月７日執行の統一

地方選挙において、視覚障がい者の選挙権行使に便宜を図るために製作した選

挙公報（点字版・音声版）を送付するにあたり、視覚障がい者に対する市政広

報の充実を図るために市議会だよりの点字版・音声版を発行している議会事務

局調査法制課から利用者名簿の提供を受けたもの。 

実 施 機 関  福岡市長（選挙管理委員会事務局選挙課） 

報 告 年 月 日  令和２年６月２３日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（ア）】 

収集先（利用させる課） 議会事務局調査法制課 

提供先（利用する課）  選挙管理委員会事務局選挙課 

 

（報告事案123号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人は施設入所中であり、同施設が新型コロナウィルス感染拡大防止

のため面会不可であることから、資料提供についての同意欄への記載が困難で

あるとの家族の申し出により、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和２年７月２１日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案124号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人は認知症であり、資料提供についての同意欄への記載が困難であ

るため、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和２年８月１８日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 
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（報告事案125号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人は認知症であり、資料提供についての同意欄への記載が困難であ

るため、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和２年９月１０日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案126号） 

取 扱 い の 概 要 

①施設入所等児童等 

特別定額給付金は、基準日に住民登録のある世帯の世帯主へ支給されるが、

国で定める「施設入所等児童等」に該当する者については、本人への確実な支

給を目的として、住民票所在市町村ではなく施設所在市町村から支給すること

となる。 

そのため、対象者の居所である施設等へ申請案内や住民登録地での給付停止

を行う必要があることから、施設所管課が保有する情報を利用したもの。 

  

②措置入所等障害者・高齢者 

国で定める「措置入所等障害者・高齢者」のうち、基準日までに住民票を施

設に移せていない者は、その養護者によって給付金申請が行われないようにす

る配慮が必要とされ、本人への確実な支給を目的として、申請案内等を居所で

ある施設等へ送付する必要があることから、施設所管課が保有する情報を利用

したもの。 

実 施 機 関  福岡市長（市民局総務部特別定額給付金課） 

報 告 年 月 日  令和２年９月１７日 

該当する基準の類型 【類型：３ａ】【区分：（２）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 

①こども未来局こども部こども家庭課、こども未来局こども総合相談センター

こども支援第１課、保健福祉局障がい者部障がい福祉課 

②保健福祉局障がい者部障がい者支援課、保健福祉局高齢社会部事業者指導

課、保健福祉局高齢社会部高齢福祉課、保健福祉局高齢社会部地域包括ケア推

進課 

提供先（利用する課）  市民局総務部特別定額給付金課 
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（報告事案127号） 

取 扱 い の 概 要 

特別定額給付金は、基準日に住民登録のある世帯の世帯主へ支給されるが、

国で定める「施設入所等児童等」に該当する者については、本人への確実な支

給を目的として、住民票所在市町村ではなく施設所在市町村から支給すること

となる。 

そのため、措置等を行った自治体より、住民票所在市町村と施設所在市町村

へ情報提供を行う取扱いとされている（住民票所在市町村へは支給停止依頼、

施設所在市町村へは支給依頼の連絡を行う）。 

したがって、本市が入所措置等した児童等については、住民票所在市町村と

施設所在市町村への情報提供を行い、確実に対象者本人に給付金を支給する必

要があるため、事務処理に連続性があり個人情報の利用もやむを得ないと判断

し、情報提供を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（市民局総務部特別定額給付金課） 

報 告 年 月 日  令和２年９月１７日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 市民局総務部特別定額給付金課 

提供先（利用する課）  
当該児童の住民票所在市町村 

当該児童の施設所在市町村 

 

（報告事案128号） 

取 扱 い の 概 要 

特別定額給付金は、基準日に住民登録のある世帯の世帯主へ支給されるが、

国で定める「施設入所等児童等」に該当する者については、本人への確実な支

給を目的として、住民票所在市町村ではなく施設所在市町村から支給すること

となる。 

そのため、措置等を行った自治体より、住民票所在市町村と施設所在市町村

へ情報提供を行う取扱いとされている（住民票所在市町村へは支給停止依頼、

施設所在市町村へは支給依頼の連絡を行う）。 

したがって、本市が当該児童等の住民票所在市町村または施設所在市町村で

ある場合で、本市以外の自治体が当該児童等の入所措置等を行った場合は、当

該自治体と本市が必要な情報提供を行い、確実に対象者本人に給付金を支給す

る必要があるため、事務処理に連続性があり本人外からの収集はやむを得ない

ものと判断し、当該児童等の入所措置等を行った自治体から入所児童等に係る

情報を収集したもの。 

実 施 機 関  福岡市長（市民局総務部特別定額給付金課） 

報 告 年 月 日  令和２年９月１７日 

該当する基準の類型 【類型：１】【区分：（３）】【分類：ア】 

収集先（利用させる課） 当該児童の措置等自治体 

提供先（利用する課）  市民局総務部特別定額給付金課 
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（報告事案129号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人は認知症であり、資料提供についての同意欄への記載が困難であ

るため、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和２年１０月６日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（報告事案130号） 

取 扱 い の 概 要 

福岡県ジェネリック医薬品使用促進協議会において、ジェネリック医薬品使

用促進事業を実施するため、事務局である福岡県保健医療介護部薬務課への被

保険者情報等及び医療情報の提供を行ったもの。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局生活福祉部保険医療課） 

報 告 年 月 日  令和２年１１月２７日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（３）】【分類：ア】【該当事例及び解説：②】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局生活福祉部保険医療課 

提供先（利用する課）  福岡県保健医療介護部薬務課 

 

（報告事案131号） 

取 扱 い の 概 要 

家族が要介護認定に係る資料について情報提供を求めたことから、資料を提

供したもの。 

なお、本人はアルツハイマー型認知症であり、資料提供についての同意欄へ

の記載が困難であるため、家族の署名により提供を行った。 

実 施 機 関  福岡市長（保健福祉局高齢社会部介護保険課） 

報 告 年 月 日  令和３年２月２６日 

該当する基準の類型 【類型：３ｂ】【区分：（２）】【分類：ア】【該当事例及び解説：（イ）】 

収集先（利用させる課） 保健福祉局高齢社会部介護保険課 

提供先（利用する課）  家族 

 

（２）公益上の取扱いに関する基準に定める類型に準じる事案 

個人情報の取扱いについて、審議会会長の意見を聴くこととし、会長専決により処理を行いますが、令

和２年度は該当がありませんでした。 

 

（３）上記の（１）（２）に該当しない事案 

個人情報の取扱について、審議会へ諮問してその意見を聴くこととなっていますが、令和２年度は該当

がありませんでした。 
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８ 個人情報の漏えい等の状況 

令和２年度に報告された、個人情報の漏えい等の事案の件数は、表１１のとおりです。 

 

表１１ 

（単位：件） 

 漏えい等事案の件数 

 

総 件 数 

発 生 形 態 別 

誤送付 誤交付 誤廃棄 紛失 
ネット

流出 
盗難 その他 

８３ ４０ １３ ３ １６ １ ０ １０ 

規 

模 

別 

１～５人 
３９ １２ ３ １３ １ ０ ７ 

６～５０人 
１ １ ０ ３ ０ ０ １ 

５１～１００人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ２ 

１０１～１０００

人 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

１００１人以上 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

不明 
０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ 

 

（上記の主な内容） 

１ 令和２年５月 （紛失）生徒２０名の氏名、学年、学級、出席番号、住所  

・中学校教諭が、各家庭に学習プリント等を投函するため移動中、個人情報が記載された名簿を紛失した

もの。 

２ 令和２年９月 （その他）メールアドレス ８０名分  

・留守家庭子ども会において、留守家庭子ども会を利用している児童の保護者に対して、台風に伴う

留守家庭子ども会の臨時休会に関するメールを送信した際に、「BCC」で送信すべきところ、誤って

「To」で送信したため、受信者が他の受信者のアドレスを見ることができる状態になったもの。 

３ 令和２年１１月 （その他）新型コロナウイルス感染症陽性患者２１人分の氏名（カタカナ表記の

み）、性別、年齢、入退院情報、病状 

・市民向けパンフレットに、患者情報が記載された資料１枚を、誤ってホッチキス留めし、保健所に

配架したもの。 

４ 令和３年１月 （紛失）生徒３９名分の氏名、学年、学級、出席番号 

・高等学校教諭が、帰宅中に立ち寄ったスーパーマーケットに、個人情報が記載された授業プリントを置

き忘れ紛失したもの。 


